園芸用ハウス並びに灌漑施設（井戸）の設置に伴う農地の権利設定に係る申し合わせ事項

　土地所有者　●●〇〇（以下「甲」という。）と耕作者　▲▲▲▲（以下「乙」という。）は、農用地利用集積等促進計画書に基づき権利設定を行う土地にかかる事項の外、園芸用ハウス並びに灌漑施設（井戸）の設置に係る事項について以下のとおり申し合わせる。
　ついては、本申し合わせ事項を２通作成し、甲、乙それぞれ１通ずつ保管する。
尚、本書の写しを農業委員会及び埼玉県農地中間管理機構に１部ずつ提出する。
１　対象となる農地
別紙のとおり　　　　　
２　権利設定期間
令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日　〇年間
３　特記事項
（１）甲は、乙に対し、本契約地における園芸用ハウス並びに灌漑施設（井戸）の設置を認める。
（２）権利が設定された期間の途中で甲の申出により、土地の返還をすることとなった場合は、園芸用ハウスの解体及び移設、ならびに灌漑施設（井戸）の撤去等に係る費用は甲の負担とする。
　　また、施設の耐用年数（国税庁減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項、別表第一）以内で返還を求める場合は、残存価格に応じて算出された金額を乙に支払わなければならない。
（３）権利が設定された期間の途中で乙の申出により、土地の返還をすることとなった場合は、乙の負担により施設を解体・撤去し、農地として使用できる現状に回復しなければならない。ただし、甲乙合意の場合はこの限りでない。
（４）権利設定期間終了後、乙が継続又は売買による所有権移転の意思がない場合は、乙の負担により施設を解体・撤去又は移設しなければならない。
（５）本申し合わせ事項に疑義が生じたとき、または各事項に該当しない事項については、甲、乙が協議して定めるものとする。
令和　　年　　月　　日
（1） 住所　

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

（2） 住所　

名前　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
